
日時： 令和 6年 2月 28日（水）10:00～11:00 

場所： 東海村役場 3F庁議室 

№ 案件名 担当課 ページ 

1 令和 6年度予算（案）の概要及び実施計画（案）について 
財政経営課 

政策推進課 
別添 

2 茨城県立東海高等学校とのフレンドシップ協定の締結について 地域戦略課 1 

3 「東海村“自分ごと化”会議～公共施設の在り方を考える～」提案書について 財政経営課 2 

4 東海村吹奏楽団創団 20周年「第 17回春の演奏会」の開催について 生涯学習課 3-4

5 「村立舟石川幼稚園及び須和間幼稚園閉園セレモニー」の開催について 子育て支援課 5 

6 「第 37回日本クラリネットフェスティバル in茨城」の開催について 生涯学習課 6-8

7 「グルービー樅の木公園開園式典」の開催について 道路整備課 9 

8 令和 6年第 1回東海村議会定例会 提出議案概要 総務人事課 10-18

9 令和 6年第 1回東海村議会定例会 補正予算概要 財政経営課 19-21

№ チラシ配布 担当課 

1 令和 5年度東海村男女共同参画推進フォーラム 村民活動支援課 

令和５年度 

第４回東海村長定例記者会見 資料 



東海村記者発表資料

東海村と茨城県立東海高等学校が

フレンドシップ協定を締結しました

令和５年４月にこども基本法が施行され，まちづくりにこども・わかものの声を反映することやこども・わ
かものが社会・政治に参加することの重要性がより一層注目されています。東海村と東海高校はこれまでも，
積極的に連携して様々な取組みを展開してきましたが，この度，お互いの協力・信頼関係をさらに高め，密接
で多様なものに発展させていくために，令和６年２月５日（月）フレンドシップ協定を締結しました。

令和６年２月28日(水)
総合戦略部 地域戦略課 プロジェクト推進担当

電話：029-282-1711(内線1339)

▲協定式当日の様子（東海高校体育館）

東海村から村長，教育長が，東海高校からは校長先生をはじめとした先生方や１・２年生約３００名が協定締結
式に出席しました。生徒から村長や校長先生への質問や，これまでの取組みを振り変えるスライドショーを実施す
るなど温かな雰囲気の中，協定書の署名を行いました。

◆地域密着型の教育活動の展開に関すること

◆高校生のまちづくり参画に関すること

◆高校生の人材育成に関すること

◆地域を知り，関わる機会を創造すること

連携内容 現在の取組み

◆学校施設の開放（体育館等の地域住民への貸出）

◆第２学年の総合的な探究の時間を活用した

「東海村の魅力探究・発信」講座の展開

◆地域と連携したコスモス祭（校内発表文化祭）

◆主権者学習講座（模擬選挙体験）

◆公共施設の在り方版「自分ごと化会議」への参加

幼児体験授業，村内イベント協力…など多数

⚫ 主に１,２年生の総合的な探究の時間を活用した連携授業
※2年生は「茨城の魅力を探究し発信する高校生コンテスト」とも連携

⚫ 東海村わかもの会議との連携

⚫ 産学官が連携した「晴嵐祭（一般発表文化祭）」の企画・運営

⚫ 高校生が関わることができるプロジェクト・プログラムのメニュー化
※まちづくり参画（会議，イベント）や人材育成（主権者教育，幼稚園体験）など

⚫ 村内小・中・高校の連携（児童・生徒，教職員，学校間の新たな交流）

⚫ 村と高校が連携した情報発信の強化

現時点で想定される具体的な取組み

高校生の
まちづくり参画

トップランナーを
目指します！
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提案内容

東海村記者発表資料
令和6年2月28日(水)
総務部財政経営課ファシリティマネジメント担当
電話：029-282-1711(内線1386)

東海村では，持続可能な公共施設等の総合管理の推進に向け，住民と公共施設の現状や課題を共有し解決策についての話し合いを進めることにより，
“対話を通して住民意向を把握”することを目的に，一般社団法人構想日本のサポートの下，“公共施設の在り方“をテーマに全3回の「自分ごと化会議」を
開催し，公共施設の”ありたい姿”についての対話を重ね，その結果を「提案書」として取りまとめました。

昨日（2月18日）報告会を開催し，自分ごと化会議参加者から「提案書」の提出を受けましたので，お知らせします。

「東海村“自分ごと化会議“～公共施設の在り方を考える～」提案書について

今後の取り組み（予定）
１ 村全体，エリア，施設の各ビジョンをつなげたい

２ 施設間の連携や施設内の機能を充実させたい

３ まずは村民に知られる公共施設にしたい

４ アクセスしやすい公共施設にしたい

５ すべての人に優しい公共施設にしたい

６ すべての人が利用しやすい仕組みを作りたい

７ 公共施設の真の価値，目的を大切にしてほしい

８ 人同士のつながりを大切にしたい

９ 防災機能を備えたい

10 自宅と職場以外の居心地の良い場としての役割を持たせたい

11 新しい魅力を創り出したい

12 再編視点で機能の集中と選択を考えたい

13 施設の目的と利用者の状況をふまえた適正な負担を考えたい

14 コストをできるだけ抑える手法を考えたい

15 新しい収入の道を考えたい

公共施設の

“ありたい姿”と

いう視点からの

15の提案

15の提案の実現に向けて，各提案ごとに

「行政に取り組んでほしいこと」，

「私たち（住民）・地域ができること」

についての方策（全99項目）を記載

⇒行政に取り組んでほしいこと … 69項目

⇒私たち・地域ができること … 30項目

▸各施設所管課による，提案された個別の

取り組みの実施

▸村職員によるワーキングチームを立ち上げ，

提案内容を踏まえ将来を想定した公共施設

の在り方を議論

（⇒自分ごと化会議参加者OBとの意見交換）

（参考）これまでの経過等

▸参加者 …  20名（村民（無作為抽出から応募）14名，東海高校生6名）

▸施設レビュー …  2回（8/26・27）⇒施設の現状について参加者・外部有識者・村職員等が対話し，課題を抽出

▸自分ごと化会議 …  3回（10/8，11/5，12/17）⇒施設レビューで抽出した課題等を基に，参加者同士で解決策について対話

▸報告会 …  2/18 ⇒取りまとめた「報告書」を参加者から村長へ提出
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東海村記者発表資料 
令和 6年 2月 28日(水) 
東海村教育委員会生涯学習課文化芸術・スポーツ推進担当 
電話：029-287-0851(歴史と未来の交流館) 

東海村吹奏楽団 創団２０周年記念 

「第１７回春の演奏会」の開催について

地域住民が生の音楽を気軽に楽しむ機会を提供するため、第１７回目となる

『春の演奏会』を東海文化センターで開催いたします。 

今回の演奏会は、東海村吹奏楽団が平成１６年度に発足してから、２０周年

という節目の年を迎えることを記念し、現在の団員５０名に加え、楽団の OB・

OGの約２５名による合同ステージを企画しております。 

１ 開催日時 

（１）日 付 令和６年３月１０日（日）

（２）時 間 開場：１３時１５分

開演：１４時００分 

終演：１６時３０分 

（全席自由・入場無料） 

２ 開催場所 

東海文化センター（東海村船場７６８番地１５） 

３ 出 演 

東海村吹奏楽団 ※OG・OB含む 

指揮：原 進（東海村吹奏楽団常任指揮者） 

４ 演奏曲目 

陽はまた昇る（P.スパーク）、春の猟犬（A.リード） 

歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り（A.ボロディン）など 

５ 問い合わせ 

（公財）東海村文化・スポーツ振興財団 

那珂郡東海村船場 768-15（東海文化センター内）029-285-8511 

６ その他 

 主催：東海村吹奏楽団 

 共催：（公財）東海村文化・スポーツ振興財団 

 後援：東海村、東海村教育委員会 
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東海村記者発表資料 
令和 6年 2月 28日(水) 
福祉部子育て支援課計画推進・施設担当 
電話：029-282-1711(内線 1181) 

「村立舟石川幼稚園及び須和間幼稚園閉園セレモニー」の開催について 

「村立保育所，幼稚園等に関する再編整備基本計画」に基づき，令和６年３月末をもって

閉園（村立村松幼稚園へ統合）となる 舟石川幼稚園 及び 須和間幼稚園 の閉園セレモニー

を開催いたします。 

１．場所・日時 

・舟石川幼稚園  ３月１６日（土） ９時３０分～１２時００分

・須和間幼稚園  ３月２３日（土） ９時３０分～１２時００分

２．出席者 

 園児，保護者，職員，村長，教育長，教育委員 ほか 

３．内容 

・思い出の写真の展示や動画の上映

・卒園児や保護者，地域の方々などからの園に対するメッセージの展示

・記念撮影

・卒園児や地域住民の方などを対象とした園の自由公開           等 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

※ 施設の概要

舟石川幼稚園 須和間幼稚園 

開園 昭和 48年４月 昭和 50年４月 

利用定員 ９６名 ９６名 

在園児数 
(R6.2.1 現在) 

３０名 
（年少：9名／年中：5名／年長：16名）

３８名 
（年少：10名／年中：13名／年長：15名）
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東海村記者発表資料 
令和 6年 2月 28日(水) 
東海村教育委員会生涯学習課文化芸術・スポーツ推進担当 
電話：029-287-0851(歴史と未来の交流館) 

「第 37回日本クラリネットフェスティバル in茨城」の開催について 

毎年全国各地で開催されている日本クラリネットフェスティバルを茨城県で開催するにあ

たり，世代を超えた参加・鑑賞を通して地域の音楽振興に寄与したいとの実行委員の願いに

より，東海文化センターでの開催が実現しました。 

実行委員会は東海村出身のクラリネット奏者 照沼夢輝さんが委員長を務め，その他茨城

県に所縁のあるアーティストを中心に組織されております。 

普段は聴くことができない国内外のトップアーティストのほか，東海村の子供たちとプロ

奏者の共演，全国の学生やアマチュア奏者が演奏できる参加型プログラムなど，１日を通し

てクラリネットの音色を満喫できるフェスティバルです。 

１ 開催日時  日付 令和６年３月１７日（日） 

時間 開場：９時００分 開演：９時３０分 終演予定：１９時３０分 

２ 開催場所  東海文化センター（東海村船場７６８番地１５） 

３ 実行委員会企画 

（１） 茨城のプロ奏者による一日限りのクラリネットオーケストラ

（２） 茨城県中高生クラリネットオーケストラ（公募）

（３） 水戸クラリネット合奏団

（４） 公募によるクラリネットアンサンブル（公募）

（５） 東海村の子供たち×プロ奏者

▼村内の小中学生約１５名が出演。照沼夢輝さんが各学校を訪れて事前練習を実施。当

日は，指導にあたった照沼さんはもちろん，国内外の一流アーティストとの共演と

なり，子どもたちにとっては一生の思い出となる夢の舞台です。

（６） 茨城ドリームカルテット

（７） みんなで大合奏！（公募）

▼当日出演したプロ・アマ・小中学生全ての方が大集合するクライマックス。合奏を通

して全ての演奏者の交流を図ります。約８０名による「星条旗よ永遠なれ」（スーザ

作曲）は圧巻のステージです。

４ 問い合せ  （公財）東海村文化・スポーツ振興財団 

那珂郡東海村船場 768-15（東海文化センター内）029-285-8511 

５ そ の 他  主  催：一般社団法人日本クラリネット協会 

 第３７回日本クラリネットフェスティバル in茨城実行委員会 

共  催：公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団 

企画制作：一般社団法人ひたちのくに楽友協会 

特別協賛：公益財団法人 げんでん ふれあい茨城財団 

後  援：東海村，東海村教育委員会，一般社団法人 茨城県吹奏楽連盟 
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東海村記者発表資料 
令和 6年 2月 28日(水) 
建設部 道路整備課 幹線道路整備推進室 
電話：029-282-1711(内線 1231) 

「グルービー樅
もみ

の木公園開園式典」の開催について 

神楽沢近隣公園２期整備工事が３月に完成します。令和６年１月３０日に株

式会社グルービーと神楽沢近隣公園ネーミングライツ契約を締結し，愛称「グ

ルービー樅の木公園」として令和６年４月２９日に供用を開始します。

公園の供用開始に併せて，同日に開園式典を開催します。

１ 開催日 令和６年４月２９日（月）１０時００分～１２時００分 

２ 会 場 「グルービー樅の木公園」 

３ 内 容（調整中） 

（１）開園式典

（２）式典後は園内バスケットコートにて，茨城県初の 3×3 プロバスケッ

トボールチーム「茨城バックボーン」によるによるエキシビションマ

ッチとバスケットボール教室を開催！ 
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令和６年第１回東海村議会定例会提出議案概要
令和６年２月２７日 

議案番号 議 案 名 説 明 

報告第 1号 寄附の受入れについて

（保育遊具・用品） 

水戸ヤクルト販売株式会社から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，

議会に報告するものであります。 

１ 寄附者 水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤 学 

２ 寄附品名 保育遊具・用品（おみせやさんごっこ用遊具 ２点，ミニ平均台 

１点，カラーバケツ（小） ５点） 

３ 寄附目的 地域の福祉に貢献するため 

４ 寄附年月日 令和６年１月１７日 

報告第 2号 専決処分の報告につい

て（損害賠償の額を定

め，和解することについ

て） 

村が管理する子どもの遊び場から張り出した樹木が隣接地の物置等に接触し，損

傷させた件に関し，地方自治法第１８０条第１項の規定により，議会において指定

されている損害賠償の額を定め，和解することについて，専決処分をしましたので，

同法第１８０条第２項の規定により報告するものであります。 

報告第 3号 専決処分の報告につい

て（損害賠償の額を定

め，和解することについ

て） 

村道を走行中の車両に発生した物損事故に関し，地方自治法第１８０条第１項の

規定により，議会において指定されている損害賠償の額を定め，和解することにつ

いて，専決処分をしましたので，同法第１８０条第２項の規定により報告するもの

であります。 

報告第 4号 専決処分の報告につい

て（損害賠償の額を定

め，和解することについ

て） 

職員が運転する公用車両が，民間会社が設置するゴミ集積場に接触し，損傷させ

た件に関し，地方自治法第１８０条第１項の規定により，議会において指定されて

いる損害賠償の額を定め，和解することについて，専決処分をしましたので，同法

第１８０条第２項の規定により報告するものであります。 

承認第 1号 専決処分の承認を求める

ことについて（東海村手

数料徴収条例の一部を改

正する条例） 

戸籍法の一部改正に伴い，戸籍謄本等の広域交付，戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行等を開始するため，東海村手数料徴収条例の一部を改正する条例について

専決処分をしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認

を求めるものであります。 

1
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承認第 2号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和５年

度東海村一般会計補正予

算（第９号）） 

令和５年度東海村一般会計補正予算（第９号）について専決処分をしましたので，

地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 

予算総額に歳入歳出それぞれ１１２，５００千円を追加し，予算総額を 

２２，９３１，２２６千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，国の低所得者支援及び定額減税補足給付金制度の開

始に伴い，住民税均等割のみ課税世帯への給付及び低所得者の子育て世帯への加算

分の給付を実施するため，必要な予算措置を講じたものであります。 

１ 歳入 

国庫支出金      １１２，５００千円 

２ 歳出 

民生費        １１２，５００千円 

議案第 1号 東海村学童クラブの設置

及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制

定について 

急増する学童クラブ利用者の受入れを目的として，新たに舟石川学童クラブの分

室を設置するため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 2号 東海村青少年問題協議会

設置条例を廃止する条例

の制定について 

東海村青少年問題協議会の役割が青少年相談員連絡協議会や個別事案に対応す

る会議等へ引き継がれており，それらの活動において設置目的が十分に果たされて

いるため，条例を廃止するものであります。 

議案第 3号 那珂地方公平委員会規約

の一部変更に関する関係

地方公共団体の協議につ

いて

那珂地方公平委員会の事務を那珂市から東海村に変更することに伴い，規約の一

部を変更するため，地方自治法第２５２条の７第３項で準用する同法第２５２条の

２第３項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

議案第 4号 東海村特別会計設置条例

の一部を改正する条例の

制定について

那珂地方公平委員会の事務を那珂市から東海村に変更することに伴い，新たに特

別会計を設置し，委員会の円滑な運営及びその経理の適正化を図るため，条例の一

部を改正するものであります。 

議案第 5号 東海村特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費

那珂地方公平委員会の事務を那珂市から東海村に変更することに伴い，公平委員

会の委員長及び委員の報酬等を規定し，及び地方教育行政の組織及び運営に関する
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用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定

について 

法律第４７条の５に規定する学校運営協議会委員が非常勤特別職に該当すること

に伴い，新たに報酬等を規定し，並びに廃止する青少年問題協議会の委員報酬等の

規定を削るため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 6号 東海村職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を

改正する条例の制定につ

いて 

特殊勤務手当の趣旨に則し，課題や状況等を勘案しつつ，実際の村の業務に適合

する制度の適正化に向け，特殊勤務手当の対象業務を改めるため，条例の一部を改

正するものであります。 

議案第 7号 東海村会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正す

る条例の制定について

地方自治法の一部改正に伴い，パートタイム会計年度任用職員について勤勉手当

の支給を可能にするとともに，東海村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

に伴い，特殊勤務の対象となる業務を改めるため，条例の一部を改正するものであ

ります。 

議案第 8号 東海村職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例の制定につい

て 

地方自治法の一部改正に伴い，パートタイム会計年度任用職員に勤勉手当を支給

するに当たり，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 9号 東海村職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条

例の制定について 

地域手当の支給割合に関する特例期間を延長するため，条例の一部を改正するも

のであります。 

議案第 10 号 東海村医療福祉費支給に

関する条例の一部を改正

する条例の制定について

茨城県医療費助成制度の重度心身障害者区分の対象者が拡大されたため，条例の

一部を改正するものであります。 

議案第 11 号 東海村介護保険条例の一

部を改正する条例の制定

について

介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い，第１号被保険者の標準段

階等を見直すとともに，令和６年度から令和８年度までの３年間における介護保険

料を定めるため，条例の一部を改正するものであります。 

1
2



議案第 12 号 東海村指定居宅介護支援

事業者の指定に関し必要

な事項並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正

する条例の制定について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正」に伴い，

人員及び運営に関する基準，基本的取扱事項等を改めるため，条例の一部を改正す

るものであります。 

議案第 13 号 東海村指定介護予防支援

事業者の指定に関し必要

な事項並びに指定介護予

防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の

方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する

条例の制定について

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正」に伴い，人員及び運

営に関する基準，具体的取扱方針等を改めるため，条例の一部を改正するものであ

ります。 

議案第 14 号 東海村指定地域密着型サ

ービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を

改正する条例の制定につ

いて

「指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準の一部改

正」に伴い，医療と介護の連携の推進，感染症や災害への対応力向上，高齢者虐待

防止，良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり等の観点

から，指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を改める

ため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 15 号 東海村指定地域密着型介

護予防サービスの事業の

人員，設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予

「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準の一部改正」に伴い，医療と介護の連携の推進，感染症や災害への対応力向上，

高齢者虐待防止，良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づく
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防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正

する条例の制定について

り等の観点から，指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を改めるため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 16 号 令和５年度東海村一般会

計補正予算（第１０号）

予算総額から歳入歳出それぞれ４７９，１１４千円を減額し，予算総額を 

２２，４５２，１１２千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の歳入増，各事業費の確定等に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）分担金及び負担金 △８２６千円

（２）使用料及び手数料 △８９２千円

（３）国庫支出金 △１８，６４２千円

（４）県支出金 △３４，４２４千円

（５）寄附金 △４５，０００千円

（６）繰入金 △３０８，４４５千円

（７）諸収入 △７，５８５千円

（８）村債 △６３，３００千円

２ 歳出 

（１）総務費 △１７７，４４２千円

（２）民生費 △７１，１５５千円

（３）衛生費 △８０，４０４千円

（４）農林水産業費 △１９，９０９千円

（５）商工費 △１４，６５６千円

（６）土木費 △４３，０５０千円

（７）消防費 △２８，２６５千円

（８）教育費 △４２，８８１千円 
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（９）公債費 △１，３５２千円

議案第 17 号 令和５年度東海村国民健

康保険事業特別会計補正

予算（第５号）

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 18 号 令和５年度東海村後期高

齢者医療特別会計補正予

算（第３号）

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 19 号 令和５年度東海村介護保

険事業特別会計補正予算

（第４号）

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 20 号 令和５年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

区画整理事業特別会計補

正予算（第４号）

予算総額に変更はなく，繰越明許費を設定するものであります。 

議案第 21 号 令和５年度東海村水道事

業会計補正予算（第３号） 

予算総額に変更はなく，収益的収入において，一般会計補助金から１０，６６４

千円を減額し，同額を給水収益に追加し，他会計からの出資及び補助の予定額を 

２０８，１０３千円とし，資本的収入において国庫補助金から２２７，８１０千円

を減額し，資本的支出において建設改良工事費を３６２，３３５千円とするもので

あります。 

補正の内容につきましては，物価高騰等の影響を受けた生活者や事業者を支援

し，負担軽減を図るための水道料金免除額が確定したため収益的収入補填額を減額

し，須和間配水場各種設備の更新工事に充当するため計上していた国庫補助金につ

いて，採択条件の追加付与により延期となったため資本的収入の国庫補助金を減額

するとともに，資本的支出の更新工事費相当額を減額補正するため，必要な予算措

置を講じるものであります。 

議案第 22 号 令和５年度東海村下水道

事業会計補正予算（第２

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 
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号）

議案第 23 号 令和６年度東海村一般会

計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ２１，６３４，０００千円とするものであります。 

議案第 24 号 令和６年度東海村国民健

康保険事業特別会計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ２，９１７，２２６千円とするものであります。 

議案第 25 号 令和６年度東海村後期高

齢者医療特別会計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ６８４，９６０千円とするものであります。 

議案第 26 号 令和６年度東海村介護保

険事業特別会計予算

保険事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ２，９１１，７５８千円とし，介護

サービス事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ２，５１０千円とするものであり

ます。

議案第 27 号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西土地

区画整理事業特別会計予

算

予算総額を歳入歳出それぞれ５６，１１６千円とするものであります。 

議案第 28 号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅東土地

区画整理事業特別会計予

算

予算総額を歳入歳出それぞれ１１，９３１千円とするものであります。 

議案第 29 号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

区画整理事業特別会計予

算

予算総額を歳入歳出それぞれ６１０，２１５千円とするものであります。 

議案第 30 号 令和６年度那珂地方公平

委員会特別会計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ６３６千円とするものであります。 

議案第 31 号 令和６年度東海村水道事

業会計予算

収益的収入及び支出額をそれぞれ８５９，３２７千円とし，資本的収入額を 

４４４，９１７千円，資本的支出額を８１４，６０９千円とするものであります。 
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３６９，６９２千円は，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８，２１９千円，過年度分損益勘定留保

資金２１２，０６７千円及び減債積立金１２９，４０６千円で補填するものであり

ます。 

議案第 32 号 令和６年度東海村病院事

業会計予算

収益的収入及び支出額をそれぞれ３４９，３４５千円とし，資本的収入額を０円，

資本的支出額を３５７，０９５千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３５７，０９５千円は，過年度分

損益勘定留保資金で補填するものであります。 

議案第 33 号 令和６年度東海村下水道

事業会計予算

収益的収入額を１，２９３，５６３千円，収益的支出額を１，２６３，１７７千

円とし，資本的収入額を５７２，８３１千円，資本的支出額を９９９，３６８千円

とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４２６，５３７千円は，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額４１，０１２千円，過年度分損益勘定留保

資金３８５，５２５千円で補填するものであります。 

議案第 34 号 財産取得の変更について

（阿漕ヶ浦公園整備事業

用地）

阿漕ヶ浦公園整備事業用地の取得については，令和３年第１回定例会以降，同事

業用地に係る財産取得について３回の変更の議決をいただいております。この度，

駐車場及びアクセス道路として用地取得が整ったため，変更するものであります。 

１ 買収総面積中「１０，３５０．９１平方メートル」を「１０，８５７．９１平

方メートル」に改める。 

２ 買収価格中「６４，６０８，０００円」を「６７，９０４，０００円」に改め

る。 

議案第 35 号 指定管理者の指定につい

て（神楽沢近隣公園）

神楽沢近隣公園の指定管理者として「神楽沢近隣公園指定管理業務」受託コンソ

ーシアムを指定するため，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，議会の

議決を求めるものであります。 

議案第 36 号 公の施設の広域利用に関

する協議について

県央地域９市町村で締結している「公の施設の広域利用に関する協定」について，

対象施設の追加に伴い，新たに協定を締結するため，地方自治法第２４４条の３第

３項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 
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※ 法律関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

・戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）

・地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）

・介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和 6年政令第 13 号）

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 37 号） 

・指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）

・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）

なお，今会期中に条例の改正２件，指定管理者の指定１件，人事案件２件を追加提出したく準備をしておりますので，よ

ろしくお願いいたします。
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令和６年第１回東海村議会定例会 補正予算案参考資料 

１. 一般会計補正予算（議案第 16号 令和 5年度一般会計補正予算第 10号） 

（１）一般会計歳入歳出予算款別総括表                   （単位：千円） 

款 補正前 補正額 補正後 款 補正前 補正額 補正後

村税 11,332,109 0 11,332,109 議会費 190,674 0 190,674
地方譲与税 185,272 0 185,272 総務費 3,510,261 △ 177,442 3,332,819
利子割交付金 2,826 0 2,826 民生費 7,052,879 △ 71,155 6,981,724
配当割交付金 38,613 0 38,613 衛生費 2,565,256 △ 80,404 2,484,852
株式等譲渡所得割交付金 25,407 0 25,407 農林水産業費 369,583 △ 19,909 349,674
法人事業税交付金 106,661 0 106,661 商工費 304,224 △ 14,656 289,568
地方消費税交付金 969,629 0 969,629 土木費 2,817,191 △ 43,050 2,774,141
自動車取得税交付金 1 0 1 消防費 714,156 △ 28,265 685,891
環境性能割交付金 14,079 0 14,079 教育費 3,593,812 △ 42,881 3,550,931
地方特例交付金 57,020 0 57,020 災害復旧費 33,480 0 33,480
地方交付税 2,000 0 2,000 公債費 268,545 △ 1,352 267,193
交通安全対策特別交付金 4,500 0 4,500 諸支出金 1,461,165 0 1,461,165
分担金及び負担金 94,940 △ 826 94,114 予備費 50,000 0 50,000
使用料及び手数料 148,560 △ 892 147,668
国庫支出金 4,184,406 △ 18,642 4,165,764
県支出金 1,168,772 △ 34,424 1,134,348
財産収入 39,674 0 39,674
寄附金 131,264 △ 45,000 86,264
繰入金 1,929,820 △ 308,445 1,621,375
繰越金 678,351 0 678,351
諸収入 1,470,322 △ 7,585 1,462,737
村債 347,000 △ 63,300 283,700

計 22,931,226 △ 479,114 22,452,112 計 22,931,226 △ 479,114 22,452,112

歳入 歳出

  
（２）一般会計歳入予算の主な内訳 

  １．国庫支出金【△18,642千円】 

  ①国民健康保険事業費負担金（203千円） 

    令和 5年度国民健康保険保険基盤安定負担金，未就学児均等割保険料負担金の確定及び産前産

後保険料負担金交付申請額に基づき，増額補正する。（補助率：1/2） 

  ②社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2,926千円） 

    国庫補助対象事業の追加による補助金の変更交付申請を行ったことに伴い，増額補正する。 

（補助率：10/10） 

  ③新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（17,465千円） 

    事業確定に伴い，地方創生臨時交付金の追加交付があったため，増額補正する。（補助率：10/10） 

  ④学校保健特別対策事業費補助金（小学校 1,246千円，中学校 193千円） 

    感染症流行下における学校教育活動体制整備事業に対する補助金の交付決定があったため，増

額補正する。（補助率：1/2） 

 ２．県支出金【△34,424千円】 

  ①医療福祉費補助金（11,000千円） 

    小児医療費の増額に伴い，補助金を増加補正する。（補助率：1/2） 

  ②体力・運動能力調査委託金（85千円） 

    体力・運動能力調査に対する委託金額が確定したため，増額補正する。（補助率：10/10） 

 ３．繰入金【△308,445千円】 

  ①公共施設等総合管理推進基金繰入金（△258,617千円） 

    歳出の補正減により余剰の一般財源が生じることから，所要額を減額補正する。 

  ②財政調整基金繰入金（△49,828千円） 

    歳入歳出調整のため，減額補正する。 

議案第 16号 ～ 議案第 20号関係 
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（３）一般会計歳出予算の主な内訳  

 １．総務費【△177,442千円】 

  ①戸籍附票システム改修業務委託料（2,926千円） 

    国庫補助の対象事業追加により，システム改修内容の見直しを行ったことに伴い，所要額を増

額補正する。 

 ２．民生費【△71,155千円】 

  ①重層的支援体制整備事業交付金返還金過年度分（8,201千円） 

    令和 4年度実績金額の確定に伴い，返還金が生じたため，所要額を増額補正する。 

  ②特例小児村負担分医療費（14,000千円） 

    受診件数及び医療費の増加に伴い，所要額を増額補正する。 

  ③小児医療費（22,000千円） 

    受診件数及び医療費の増加に伴い，所要額を増額補正する。 

  ④子ども・子育て支援交付金返還金過年度分（14,844千円） 

    令和 3年度，令和 4年度の実績額の修正及び確定に伴い，返還金が生じたため，所要額を増額

補正する。 

  ⑤子どものための教育・保育給付費（18,565千円） 

    令和 5年 4月にさかのぼって公定価格が増額となるため，所要額を増額補正する。 

 ３．衛生費【△80,404千円】 

  ①ひたちなか・東海クリーンセンター運営業務負担金（6,154千円） 

    運営委託料の増額に伴い，負担金を増額補正する。 

 ４．農林水産業費【△19,909千円】 

  ①森林環境整備基金積立金（1,513千円） 

    森林環境譲与税の交付額及び事業の確定により，積立金を増額補正する。 

 ５．土木費【△43,050千円】 

  ①常陸那珂港整備負担金（3,150千円） 

    県の事業変更に伴い，負担金を増額補正する。 

 ６．教育費【△42,881千円】 

  ①子どものための教育・保育給付費（7,037千円） 

    令和 5年 4月にさかのぼって公定価格が増額となるため，所要額を増額補正する。 

 

（４）繰越明許費 

   ・繰越明許費の設定 

 

（５）債務負担行為補正 

・債務負担行為追加 
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２. 国民健康保険事業特別会計補正予算 

（議案第 17号 令和 5年度国民健康保険事業特別会計補正第 5号） 

 

・債務負担行為設定  

 

 

３. 後期高齢者医療特別会計補正予算 

（議案第 18号 令和 5年度後期高齢者医療特別会計補正第 3号） 

  

  ・債務負担行為設定  

 

 

４. 介護保険事業特別会計補正予算 

（議案第 19号 令和 5年度介護保険事業特別会計補正第 4号） 

 

・債務負担行為追加  

 

 

５. 東海中央土地区画整理事業特別会計補正予算 

（議案第 20号 令和 5年度東海中央土地区画整理事業特別会計補正第 4号） 

  

・繰越明許費設定  
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